
商品概要説明書

宮崎太陽銀行 証書貸付型 　教育ローン

　本商品概要説明書は、基本事項を中心に記載しております。

　詳細をご確認されたい方は、最寄の営業店窓口または各ローンプラザへお問い合わせください。

主な商品名
ニュー教育ローン（2）
ニュー教育ローンO型（2）

ご利用いただける方
以下の全ての条件を満たされる個人のお客様

(1) ①幼稚園から大学（短大・大学院含）等、その他予備校・学習塾・英会話学校・カルチャーセンター・専門学校

　に在学中、または入学を予定する本人、或いは子弟を有される方。（自己啓発等での通信講座等の受講含）

②教育資金に関するローンを利用している方

(2) お借入時の年齢が満20歳以上70歳以下で、完済時75歳以下の方

(3) 当行営業区域内に居住または勤務される方で、信用事故の無い方

(4) 当行指定の保証会社の保証が得られる方

お使いみち
(1) 受験時に係わる費用（受験料、下見・宿泊費用等）

(2) 入学時に係わる費用（入学金、授業料、寄付金、引越、敷金礼金保証金等）

(3) 在学中に係わる費用（授業料、研修費用、留学費用、下宿・家賃等）

※ 授業料・家賃等は２年分を限度に認められます。支払済資金は6ケ月以内であれば可能です。

(4) 教育資金に関するローンの借換資金（当行教育ローン借換の場合、直近の延滞がないことが条件です。)

(5) 諸費用（印紙代、実行手数料、振込手数料等）

お借入限度額
○ １０万円以上１,０００万円以内（単位:１万円）

※ お借換の場合は借換対象ローンの残高以内となります。

お取引期間
○ ６か月以上、１５年以内（据置期間を含む）

※ お借換の場合も最長15年以内とします。

※ 在学期間中の元金据置も出来ます。最長据置期間６年９ヶ月（在学期間＋入学前９ヶ月）

お借入金利　（保証料込み）
変動金利、または固定金利の何れかをご選択ください。　※お取引金利は審査結果により決定いたします。

(1) 変動金利：年３.３５％ ～ 年４.６５%

(2) 固定金利：年３.６５％ ～ 年４.９５%

※ ワイド団信保険の場合は、年０.３％上乗せとなります。

※ 現在のお借入金利は、店頭またはホームページ「ローン金利一覧」にてご確認ください。

※ 申込時点で18歳以下の子供がいる方（妊娠中の方含む）は下記の通り金利引下げ(最大▲0.3％)

子供1人・・・▲0.1％、子供2人・・・▲0.2％、子供3人・・・▲0.3％

注）他の金利優遇キャンペーンとの併用はできません。

変動金利の金利変更ルール
(1) お借入後の金利は基準金利（当行短期プライムレートに連動して決定される当行所定の金利）の変更に

伴い、その変更幅と同じだけ引上げ、または引下げられます。

(2) お借入後の金利の変更は毎年10月1日に見直しされ、翌年の１月返済分より適用されます。

利息の計算方法
○ 前月の残高（付利単位1円）に年率を掛け、12で割った月割計算。

ご返済方法
ご指定の預金口座からの自動引落しによります。

(1) 返済方法 ①毎月の元利均等返済

②毎月の元利均等返済とボーナス増額返済の併用（ボーナス増額返済分はご融資金額の５０％以内）

(2) 約定返済日 毎月３日・１３日・２３日の何れかの日

※ ご返済額の試算については、ご遠慮なく窓口担当者にお申しつけください。
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宮崎太陽銀行 証書貸付型 　教育ローン

担保・保証人
○ 原則不要　

※ ただし、保証会社が連帯保証人を必要と認める場合もございます。

遅延損害金
○ ご返済が延滞された場合の損害金は、年16.00％～18.25％となります。（保証会社により異なります）

手  数  料
○ お借入時に、以下の手数料をいただきます。

事務手数料 １，１００円（税込）

保　証　料
○ 保証料は、お取引金利に含まれます。

ご用意いただく書類
(1) 本人確認資料　　マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等

(2) 所得確認資料　　申込金額が300万円超の方、保証会社が必要とする場合

　 ・ 給与所得者＝所得証明書・源泉徴収票・住民税課税決定通知書

 　・ 個人事業主＝税務署発行納税証明書(その1・2)、確定申告書写、所得証明書

 　・ 法人代表者＝所得証明書・住民税課税決定通知書

(３) 資金使途証明資料

 　・ 入学や在籍が確認できる資料として合格通知書、在学証明書、学生証等

 　・ 資金使途の確認資料として、学校案内、入学金納付書、授業料納付書、賃貸契約書、

　　  融資金振込依頼書等

　 　　※ 支払済資金の場合は申込受付日からさかのぼって6ケ月以内の領収書等

 　・ お借換の場合は、借換対象ローンの返済予定表等の残高が確認できるもの

（４）告知書　　　　　団体信用生命保険被保険者告知書

 　※ 保険会社が指定する団体信用生命保険のお申込みが必要となります。

※ その他、契約までにご署名・ご捺印をお願いする書類もございますので、予めご了承ください。

　　　　　　　お申込みに際しては、保証会社の保証審査と当行所定の審査がございます。

　　　　　　　審査の結果によっては、ご希望にそいかねる場合がございます。

　　　　　　　なお、審査結果の内容につきましては一切お答えできませんので、予めご了承ください。
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